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危険物製造所・貯蔵所・取扱所 廃止届出書の届出手続きについて 

 

製造所等の所有者は、消防法第12条の６第１項の規定により、製造所等の用途を廃止したとき

には、つぎの表の定める届出書及び書類を作成し、消防本部予防係に届出してください。 

手 続 き の 時 期 当該危険物施設の用途を廃止したときは遅滞なく（廃止後） 

手 続 き 可 能 な 方 危険物施設の所有者等（設置者） 

代理人による手続き 可（委任状が必要です。） 

手 続 き 方 法 直接窓口で届出する。 

必  要  書  類 

次の書類を提出してください。 

□危険物製造所・貯蔵所・取扱所廃止届出書（様式第 17） ２部 

（大磯町ホームページ「申請書ダウンロード」から取得可能です。） 

□設置許可書（正本）※写しではありません。１部 

□設置完成検査済証（正本）※写しではありません。１部 

□タンク検査済証（正本）※写しではありません。１部 

□タンク銘板 １枚 

□施工安全計画書 ２部 ※任意様式で可。施工業者等による廃止 

処理に係る安全対策、工程表、作業方法等 

の詳細を記載したもの。 

□撤去工事中の画像資料等 

□その他（                         ） 

手続きにかかる費用 無料 

所 要 時 間 の 目 安 
書類の確認には数日必要です。その後、必要に応じて現地確認を行

います。 

提 出 先 

窓  口：大磯町消防本部２階消防総務課予防係 

所   在：神奈川県中郡大磯町大磯1075  

電話番号：0463－61－0911（代表）  

E-mail  ：yobo@town.oiso.kanagawa.jp  

受付時間：8時30分～12時00分、13時00分～17時15分 

（土曜、日曜、祝祭日を除く。） 

※窓口に来られるときは、事前にご連絡をお願いします。 
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備 考 

⑴ 「用途を廃止」するとは、一時的な使用の休止ではなく、将来に

向かって完全に製造所等としての機能を失わせることをいいま

す。したがって、次の場合は廃止には該当しません。 

ア 製造所等の一時的な休止を行う場合･･･「使用休止」 

イ 設置（変更）許可を受けた後、完成検査前に製造所等の設置（変

更）意思を喪失した場合･･･「許可の撤回」 

⑵ 「廃止」するに至った原因が何であるかは問いません。したがっ

て、火災その他の災害等により、設置者の意思に反して、用途廃

止しなければならなくなったものについても、廃止届が必要とな

ります。 

⑶ 廃止するために、安全対策などを行っていただく必要があるた

め、事前に消防本部消防総務課予防係に相談してください。 

⑷ 製造所等の区分変更等により、廃止及び設置の処理が必要な場合

があるので留意してください。 

⑸ 製造所等の用途廃止時期は、届出受付日ではなく、届出書に記載

された廃止年月日です。したがって、届出年月日、届出受付日は、

廃止年月日以後の日付としてください。 

⑹ 廃止年月日以後に危険物の指定数量以上の貯蔵又は取扱いが確

認されたときは、無許可貯蔵又は無許可取扱いとなります。 

（法第１０条第１項違反） 

⑺ 製造所等のタンクの完成検査前検査の効力は、製造所等の廃止届

によりその効力を失います。したがって、製造所等の廃止後、設

置されていたタンクを他の製造所等に設ける場合は、新たに完成

検査前検査を必要とします。ただし、施設区分を変更する場合等

において効力が存続する場合があるので、詳しくは消防本部消防

総務課予防係に相談してください。 

⑻ 廃止届受付後、廃止の事実を確認するため必要に応じて現地調査 

を行うことがあります。火災危険の排除のため、適切な措置を講

じてください。 

（例） 標識、掲示板の撤去、配管の縁切り、タンク内の砂等の充

填、タンク銘板の撤去等 

⑼ 廃止に伴い地下貯蔵タンクから指定数量以上の危険物を抜き取

る等の指定数量以上の危険物の取扱いを行う場合は、仮貯蔵、仮

取扱承認申請が必要です。 
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【危険物製造所・貯蔵所・取扱所の廃止手続きの流れ】 
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